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生物多様性と消費 感染症と生きた野生動物の取引
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◉動物が感染症の発生源に　
新型コロナウィルスの発生源は、中国武漢市の海鮮市場
で売られていた生きた動物とみられています。市場ではい
ろいろな生きた動物が入れられた檻が密集し、動物たちは
ストレスで免疫力が弱まって、ウィルスに人間に感染する
ような変異が起こりやすい状況にあったと報道されていま
す[1]。2020年2月、中国政府は緊急に食用の野生動物の
取引と消費を禁止しました。ただし漢方薬など医療用の野
生動物の飼育や売買は対象外です。
生きた動物の市場は中国以外にもあります。タイのウィー
クエンドマーケット、インドネシアのバードマーケットな
どは観光客に人気のスポットです。日本でも生きた野生動
物はエキゾチックペットとして取引されています。

◉爬虫類は動物検疫対象外
海外から生きた動物を持ち込む場合、感染症の危険性に
応じて次の3段階の制度があります。①輸入禁止（イタチ
アナグマ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、サル、
コウモリ、ヤワゲネズミ）、②輸入検疫（犬猫、アライグマ、
キツネ、スカンク、特定地域のサル（試験研究展示用に限
る）、家畜、家禽）、③輸入届出書（すべての陸生哺乳類、
鳥類）[2]。爬虫類は動物検疫の対象外ですが、腸管系の疾
患を伝播する恐れがあります[3]。
貿易統計では輸入された生きた動物を飼育個体か野生由
来かを分けていませんが、ワシントン条約の対象となって
いる動物では記録されます。その記録によると2018年の
1年間で野生由来の生きた動物の日本への輸入は、爬虫類
14,263個体、両生類1,140個体でした。数が多いのはウ
ズベキスタンのヨツユビリクガメで1,900個体、米国のニ
セチズガメが1,300個体、他にはマダガスカルのカメレオ
ン類、インドネシアのマレーハコガメなどのカメ、マダガ
スカルのカエルなどでした。野生由来の商業目的の鳥類の
輸入はゼロ、哺乳類はミナミアメリカオットセイ2頭だけ
でした [4]。

◉密輸個体から広がる恐れ
一方、密輸個体は動物検疫を逃れて輸入されます。2012
年にはマカオから台湾に密輸され、空港で摘発された愛玩
鳥から高病原性鳥インフルエンザが検出される事件があり
ました。日本の税関で差し止められた生きた動物を見てみ
ると、感染症の危険性が高いサル・コウモリやフクロウな
どの猛禽類がタイからの航空便の手荷物として持ち込まれ
ています[5]。また日本の空港では野生生物の密輸の取り締
まりが不十分という調査報告もあります[6]。そのため密輸
された個体が販売の過程で飼育繁殖した個体に病原体を移
す可能性もあり、飼育繁殖した個体であっても危険性があ
ります。 
このような病原体を持った動物が、人の多く集まる動物
カフェやエキゾチックペットの展示即売会にいたとしたら、
武漢市の海鮮市場のような状況になる恐れがあります。そ
もそも野生生物は人間社会から自立・自律した存在です。「ベ
タ慣れ」を求める野生動物との付き合い方から考え直すべ
きではないでしょうか。

エキゾチックペットの展示即売会（2016）
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